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特定器材マスターファイル仕様の変更 

 

 

項番２６の「公表順序番号」の内容について以下のとおり変更する。 

 

形  式 

項番 項 目 名 

モード 
最 大 

バイト 

項 目 

形 式 

内     容 

２６ 公表順序番号 数字 ９ 可変  特定器材コード集の登載順序番号を記録する。 

      

２６ 公表順序番号 数字 ９ 可変 特定器材コード集の登載順序番号を記録する。 

なお、９桁の先頭１桁目が「３」は歯科特定器材、

「４」は調剤特定器材、それ以外は医科特定器材、

画像診断フイルム及び酸素補正率等を表す。 

（注）変更部分について赤字で記載 


